
　　新潟市土木部土木総務課
　　(財)日本道路交通情報センター

　　ハイヤータクシー協会
　　新潟県バス協会 　　　〔 　　  区役所建設課長〕
　　(社)新潟県トラック協会 　　　〔     地域土木事務所長〕
　　　　　　消　防　署　
　　　　　　警　察　署　
　　そ　の　他　

　　　　下記のとおり道路の通行規制の必要が生じましたので，報告（通知）します。

工 事 箇 所 迂  回  路

工 事 内 容 路線名，所要時間

工事箇所，規制延長 バス路線

箇所：

時 分から 規制延長：

規制に係る工事内容（具体的に）

時 分まで

日間

担当：
担当：

【添付書類】１ 位置図（縮尺1万～5万分の１程度，原則Ａ４サイズ），２ 箇所図（縮尺1500～3000分の１程度（住宅明細図等），原則Ａ４サイズ）
　　　※ 通行規制区間（起点～終点），標識の設置場所，迂回路等を明示する。ＦＡＸ送信した場合でも，明瞭に読み取れる表示方法とすること。

施工業者連絡先 電話：

上記期間の内、

令和　年　月　日から

令和　年　月　日まで
発注者連絡先 電話：

工 事 名

令和　　年　　月　　日　　　　付

ただし、以下の期間は解放する。 号

工 事 期 間

路線番号，路線種別，路線名

令和　年　月　日

令和　年　月　日 備  考

周辺消火栓の位置

道路占用・使用許可

路 線 名 通 行 条 件
バスの有無

工事名，工事期間 規 制 期 間

　　　　　　記

令和　　年　　月　　日

新 潟 県 道 路 管 理 課

                         通  行  規  制  調  査  票

〔提出者　　　　　     〕様

新潟市路上工事抑制期間

日曜 祝日 土曜

夜間

国道 県道 市道

全面通行止 片側交互通行
車両通行止

大型車通行止 車線減少

未確認確認

有 無

午前 午後

午前 午後



　　新潟市土木部土木総務課
　　(財)日本道路交通情報センター

　　ハイヤータクシー協会
　　新潟県バス協会 　　　〔 　　  区役所建設課長〕
　　(社)新潟県トラック協会 　　　〔     地域土木事務所長〕
　　　　　　消　防　署　
　　　　　　警　察　署　
　　そ　の　他　

令和　年　月　日 付けで報告（通知）した通行規制について，下記のとおり

　　  変更が生じましたので，報告（通知）します。

工 事 箇 所 迂  回  路

工 事 内 容 路線名，所要時間

工事箇所，規制延長 バス路線

箇所：

時 分から 規制延長：

規制に係る工事内容（具体的に）

時 分まで

日間

担当：
担当：

【添付書類】１ 位置図（縮尺1万～5万分の１程度，原則Ａ４サイズ），２ 箇所図（縮尺1500～3000分の１程度（住宅明細図等），原則Ａ４サイズ）
　　　※ 通行規制区間（起点～終点），標識の設置場所，迂回路等を明示する。ＦＡＸ送信した場合でも，明瞭に読み取れる表示方法とすること。

令和　　年　　月　　日

新 潟 県 道 路 管 理 課

様 〔提出者　　　　　     〕

                         通  行  規  制  調  査  票 （変 更）

　　　　　　記

路 線 名 通 行 条 件
バスの有無

工事名，工事期間 規 制 期 間

路線番号，路線種別，路線名

令和　年　月　日

令和　年　月　日 備  考

工 事 名 道路占用・使用許可

上記期間の内、 令和　　年　　月　　日　　　　付

ただし、以下の期間は解放する。 号

周辺消火栓の位置

工 事 期 間

令和　年　月　日から

令和　年　月　日まで
発注者連絡先 電話：

施工業者連絡先 電話：

新潟市路上工事抑制期間

日曜 祝日 土曜

夜間

国道 県道 市道

全面通行止 片側交互通行
車両通行止

大型車通行止 車線減少

未確認確認

有 無

午前 午後

午前 午後



（別紙３）

通行規制調査票　報告，通知先一覧

報告，通知先 ＦＡＸ番号 郵便番号 住所 電話番号 北区 東区 中央区 江南区 秋葉区 南区 西区 西蒲区
東部
土木

西部
土木

土木総務課 025-222-7324 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域土木事務所 ○※ ○※ ○※ ○※ ○※ ○※ ○※ ○※

区役所建設課 ○ ○

新潟県道路管理課 025-284-5096 950-8570 新潟市中央区新光町4-1

㈶日本道路交通情報センター 950-8570 新潟市中央区新光町4-1

㈳新潟県バス協会 025-243-9793 950-0088 新潟市中央区万代1丁目6-1 025-247-8131 ○★ ○★ ○★ ○★ ○★ ○★ ○★ ○★ ○★ ○★

新潟県ハイヤー・タクシー協会 025-247-0655 950-0901 新潟市中央区弁天3丁目3-15 025-241-8677 ○★ ○★ ○★ ○★ ○★ ○★ ○★ ○★※ ○★

新潟市ハイヤータクシー協会 025-283-5746 950-0985 新潟市中央区和合町2丁目2-11 025-285-3613 ○★ ○★ ○★ ○★ ○★ ○★

新津ハイヤー協同組合 0250-24-0500 956-0854 新潟市秋葉区滝谷町1-29 0250-24-0500 △ △※

㈳新潟県トラック協会 025-285-8455 950-0965 新潟市中央区新光町6-4 025-285-1717 ○★ ○★ ○★ ○★ ○★ ○★ ○★ ○★ ○★ ○★

㈱エフエム新津 0250-23-5100 956-0816 新潟市秋葉区新津東町2丁目5-6 0250-23-5000 ○ ○※

新潟市北消防署 025-387-5114 950－3325 新潟市北区白新町4丁目6-4 025-387-0119 ○ ○※

新潟市東消防署 025-270-0119 950－0871 新潟市東区山木戸1丁目1-20 025-275-9111 ○ ○※

新潟市中央消防署 025-223-3195 950-8106 新潟市中央区鐘木257番地1 025-288-3119 ○ ○※

新潟市江南消防署 025-381-1030 950－0153 新潟市江南区船戸山5丁目9-8 025-381-2327 ○ ○※

新潟市秋葉消防署 0250-22-4804 956－0035 新潟市秋葉区程島1958-1 0250-22-0175 ○ ○※

新潟市南消防署 025-373-6178 950－1209 新潟市南区親和町8-1 025-372-0119 ○ ○※

新潟市西消防署 025-262-2139 950－2121 新潟市西区槇尾80-1 025-262-2119 ○ ○※

新潟市西蒲消防署 0256-73-4745 953－0132 新潟市西蒲区前田414-1 0256-72-3309 ○ ○※

新潟北警察署 025-387-4141 950-3304  新潟市北区木崎657-1 025-386-0110 ○ ○※

新潟東警察署 025-247-6181 950-0994 新潟市東区下木戸1丁目2番52号 025-279-0110 ○ ○※

新潟警察署（新潟島エリアを除く） 950-0994 新潟市中央区上所1丁目2番地1号 025-249-0110 ○ ○※

新潟中央警察署（新潟島エリア） 025-225-2121 951-8113  新潟市中央区寄居町350 025-225-0110 ○ ○※

江南警察署 025-381-3121 950-0157  新潟市江南区鵜ノ子5丁目2-1 025-382-0110 ○ ○※

秋葉警察署 0250-24-7171 956-0031  新潟市秋葉区新津4479-1 0250-23-0110 ○ ○※

新潟南警察署 025-373-6151 950-1213  新潟市南区能登2丁目1-25 025-373-0110 ○ ○※

新潟西警察署 025-269-6060 950-2023  新潟市西区小新4083-1 025-260-0110 ○ ○※

西蒲警察署 0256-72-2910 953-0042  新潟市西蒲区赤鏥1071 0256-72-0110 ○ ○※

（※）通行規制箇所が通知先の管轄等に該当する場合のみ通知するもの。

(★)通行止めの場合のみ通知するもの

(△)送付は当面の間休止



　　新潟市土木部土木総務課
　　(財)日本道路交通情報センター

　　ハイヤータクシー協会
　　新潟県バス協会 　　　〔 　○○  区役所建設課長〕
　　(社)新潟県トラック協会 　　　〔    ○○ 地域土木事務所長〕
　　○　○　消　防　署　
　　○　○　警　察　署　
　　そ　の　他　

　　　　下記のとおり道路の通行規制の必要が生じましたので，報告（通知）します。

工 事 箇 所 迂  回  路

工 事 内 容 路線名，所要時間

工事箇所，規制延長 バス路線

箇所：新潟市○○区○○町△丁目

09 時 00 分から 規制延長：５０メートル

規制に係る工事内容（具体的に）

05 時 00 分まで

日間

担当：○○
担当：○○

【添付書類】１ 位置図（縮尺1万～5万分の１程度，原則Ａ４サイズ），２ 箇所図（縮尺1500～3000分の１程度（住宅明細図等），原則Ａ４サイズ）
　　　※ 通行規制区間（起点～終点），標識の設置場所，迂回路等を明示する。ＦＡＸ送信した場合でも，明瞭に読み取れる表示方法とすること。

令和4年6月1日

新 潟 県 道 路 管 理 課

様 〔提出者　　○○建設　　　     〕

                         通  行  規  制  調  査  票

　　　　　　記

路 線 名 通 行 条 件
バスの有無

工事名，工事期間 規 制 期 間

路線番号，路線種別，路線名

市道○○線
5分

3（主）新潟新発田村上線

令和4年6月27日

令和4年10月21日 備  考

工 事 名

公共下水道埋設工事
管布設工事

１号人孔設置工事
汚水桝，取付管工事

その他付帯工事

道路占用・使用許可

道路占用工事
新潟第○処理区分

枝線○○○○～○○○○下水道
工事

上記期間の内、 100 令和4年3月24日　　　　付

ただし、以下の期間は解放する。 ○○指令第○○号

周辺消火栓の位置

工 事 期 間

令和4年3月24日から

令和4年10月31日まで
発注者連絡先 ○○建設○○支店 電話：○○○—○○○○

施工業者連絡先 ○○建設 電話：○○○—○○○○

新潟市路上工事抑制期間

日曜 祝日 土曜

夜間

国道 県道 市道

全面通行止 片側交互通行
車両通行止

大型車通行止 車線減少

未確認確認

有 無

午前 午後

午前 午後


